
令和 2 年 2 月

令和 元 年度 令和 10 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,592 円 2,660 円

2,592 円 2,660 円

2,592 円 2,600 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法非適用

大間町特定環境保全公共下水道事業経営戦略

平成16年度（15年）

大間町

特定環境保全公共下水道

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

29.0人/ha

1処理場（大間町浄化センター）

無

処 理 区 数 1処理区（大間処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

実施実績無し。
平成29年3月に大間町特定環境保全下水道事業計画において整備計画の見直しを行い、現在整備中であ
る大間処理区は継続とし、未整備である奥戸処理区においては合併浄化槽処理区域として経営の最適化を
図りました。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

平成29年度 平成29年度

平成28年度 平成28年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料：600円/月（5立方メートルまで）
超過使用量：120円/月（1立方メートルにつき）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

公衆浴場、水泳プール用
基本使用料 ： 600円/月（5立方メートルまで）
超過使用料 ：   30円/月（5立方メートルまで）

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成30年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

その他使用料体系の設定はありません。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成30年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当ありません

該当ありません

 イ　指定管理者制度

処理場及びポンプ施設における保守点検、警備、清掃費等の運転管
理業務については、地元業者に随意契約で委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　経営比較分析表から分析すると、収益的収支比率、経費回収率、施設利用率は、いずれも類似団体の平均値と比較すると、良い数値と
は言えない状況です。主な要因として、下水道への接続率の低さや下水道受益者分担金・下水道使用料の未納及び、施設の維持管理費
がかさむ状況が挙げられます。
　特定環境保全公共下水道事業は公共下水道に比べて事業規模が小さく、事業の性格上、独立採算によることが困難な事業であり、一
般会計繰入金により収入不足を補填しています。また、下水道施設は将来的には更新改築が必要となり、多額の財政負担が見込まれて
います。
　大間町の特定環境保全公共下水道事業の経営健全化、効率化に向けた今後の取組として、収納率の向上及び使用料水準の適正化、
維持管理の最適化を目指して取り組んでいく必要があります。

職 員 数 資本勘定所属職員：2名

大間町における特定環境保全公共下水道事業は、大間町役場生活整備課にて運営しています。
【大間町　生活整備課　下水道係】
課長補佐1名、下水道係長（課長補佐兼務）、主事1名（平成29年4月1日時点）

該当ありません

該当ありません

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

　下水道整備区域の拡張と同時に水洗化人口及び有収水量の増加を想定し、年間1％程度の使用料収入増を見込んでいます。

施設の見通し

　供用開始から15年が経過しているものの、管渠・マンホールポンプ（躯体）・処理場（土木建築）については標準的耐用年数は約50年とさ
れているため、改築事業費は直近の課題とはなっておりません。
　処理場やマンホールポンプの機械電気類については、標準的耐用年数が約15年であることから、耐用年数が経過した設備について適
正な管理や早期の修繕により可能な限り耐用年数を延ばすことで設備投資の増加を抑制します。

組織の見通し

　技術職員と事務職員については、退職した職員の分は新規採用職員で補充する形で現行の人数を維持することを想定しています。職員
が変わってもノウハウの継承が行えるよう業務の見える化や共有、研修の充実等を図っていきます。

処理区域内人口の予測

　大間町の人口推移は一貫して減少傾向が続いており、処理区域内人口も同様に減少傾向が続いている状況です。H30年の処理区域内
人口は2900人であり、過去5年（H26年～H30年）の人口減少率を基に10年後（R10年）を予測すると、処理区域内人口は約2400人となりま
す。

有収水量の予測

　今後の人口減少により使用料収入も減少傾向に向かうものと想定していますが、下水道事業においては整備済区域に加え、整備予定
区域における水洗化率の向上に努めることで、有収水量の増加を見込んでいます。

　大間町では新たなまちづくりを展開するにあたり、地域の魅力を最大限に引き出し本町の特色ある地域産業を創出するとともに、人と地
域のつながりの中から元気に満ちた活力あるまちを目指して、『自立した、活力と元気あふれる、輝くまち「大間」』を基本目標に定めてい
ます。

【現状と課題】
　下水道処理施設の整備状況は、平成8 年に特定環境公共下水道事業が認可され、現在まで2 回の計画見直しを行い、平成30年現在の
普及率は人口割合で54.9％となっている。今後は、処理区域の拡大とともに、処理能力の向上を目的とした下水道処理施設の増設が課題
となります。

【施策の方針と主な取り組み】
〇方 針 ①　下水道処理計画の見直し
　公共下水道事業計画の処理区域拡大に関する計画を見直していくとともに、年次計画の延長など、堅実な財政運営を考慮した処理計画
の見直しを推進します。

〇方 針 ②　維持管理の最適化
　維持管理費削減のため、施設の修繕計画及び修繕履歴のデータベース化や動力費・通信費・薬品費などの日常的経費の管理強化に努
めます。

〇方 針 ③　水洗化の促進
　収納率の向上を図り、区域内の未接続世帯に対して広報・啓発活動等を推進し、水洗化の促進に努めます。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　維持管理費については、基本的に使用料収入で賄うことを目標とします。今後の人口減少により使用料収入も減少傾向に向かうものと
想定していますが、下水道事業においては整備済区域に加え、整備予定区域における水洗化率の向上に努めることで、毎年1％程度の
使用料収入増を見込んでいます。

②企業債に関する事項
　資本的収入の他、料金収入の不足分に関しても地方債で補填し財源確保を見込んでいます。

③繰入金に関する事項
　年度内の歳入金額と歳出金額のバランスを考慮して算定しています。

①職員給与費に関する事項
　今後10年は毎年2％程度の増加を見込んでいます。

②動力費に関する事項
　平成30年度決算額をベースに、ほぼ同額で算定しています。

③薬品費に関する事項
　平成30年度決算額をベースに、ほぼ同額で算定しています。

④修繕費に関する事項
　平成30年度決算額をベースに、ほぼ同額で算定しています。

⑤委託費に関する事項
　今後10年は毎年3％程度の削減を見込んでいます。

①管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　特定環境保全公共下水道事業による事業認可計画面積152.8haのうち、平成30年度末で約100.3haが整備されており、引き続き整備促
進を図ってまいります。
　また、平成16年の供用開始から約15年ほど経過しており、処理施設及びマンホールポンプの標準耐用年数が経過するため、定期的に
点検を行い、必要に応じて予算措置を行います。

②広域化・共同化・最適化に関する事項
　平成29年3月に大間町特定環境保全下水道事業計画において整備計画の見直しを行い、現在整備中である大間処理区は継続とし、未
整備である奥戸処理区においては合併浄化槽処理区域として経営の最適化を図りました。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　施設運転管理業者への委託を継続するものとして必要見込み額を算出していきます。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　上記以外の今後の財政確保に関する取組について、今のところ予定はしておりませ
んが、国の動向や他都市の状況を注視し、必要に応じて検討を進めていきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

 毎年度、決算統計確定後に投資・財政計画と実績の比較を行い、計画との乖離がないか検証を
行います。経営戦略と実績の乖離が著しい場合には、PDCAサイクルの考えに基づき、経営のあ
り方、事業手法の見直しについて改めて検討いたします。

職員給与費に関する事項
　担当職員の配置換えにより、職員給与費に関して変動が出るため、平成30年度の見
込み額で据え置きとする。

動力費に関する事項
　平成30年度の数値を基準としつつも、使用料収入の減少に伴い管理方法等の見直し
を行い経費削減の検討を進めていきます。

修繕費に関する事項 　施設の老朽化等を踏まえて、適切な時期に修繕を実施し、施設の延命化に努めます。

委託費に関する事項
　各施設、設備の効率的な運転管理の他、下水道施設の点検、調査頻度の最適化を
行います。また、複数施設の一括管理や長期継続契約を行うなどして委託費の削減を
検討します。

その他の取組
　事業概要や決算状況等について、市ホームページ及び広報誌等で情報公開を行い、
経営の透明性の確保を図るとともに、町民が理解・評価しやすい情報の提供に努めま
す。

薬品費に関する事項 　効率的な維持管理による薬品費の軽減を検討します。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

　下水道資源には様々な活用方法があります。下水処理の過程で発生する汚泥の建
設資材・肥料等への再生利用、バイオガスによる発電、水素ガスによる燃料電池への
活用、下水の持つ熱エネルギーの地域冷暖房への利用等があげられます。先進市町
村の取組事例等を踏まえて、本町の実態に即した資産活用による収入増加手法の導
入を今後の課題とします。

　下水道サービスを安定的に供給し続けるためには、一般会計からの繰出金に過度に
依存せず、中長期的に安定した経営基盤を築く必要があります。
　今後も適切な施設の維持管理を図り、健全な財政運営を行っていくため、この先、使
用料の改定の必要性を慎重に検討します。

使用料の見直しに関する事項

　上記以外の今後の投資に関する取組について、今のところ予定をしていないが、国の
動向や他都市の状況を注視し、必要に応じて検討を進めていきます。

　公営企業の経営環境のもとで、行政の効率化・活性化のため、民間企業ノウハウの
活用が求められています。その手法として、PPP/PFI、包括的民間委託等がありますの
で、計画的に導入を検討します。

　日常的維持管理による施設の延命化に加えて、計画的維持管理により投資事業費の
平準化を図ります。
　また、構造物について計画期間中の大規模改修を予定していないものの、事業開始
時の資産更新時期が到来することを踏まえて、将来を見据えた長期的な更新計画を策
定します。

　管渠・施設の機能点検を実施し、定期的に最適な整備構想を見直し、適正な維持管
理・延命化を図ります。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

H29年 H30年 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 68,070 63,476 68,250 69,897 71,588 73,325 75,109 76,942 78,825 80,759 82,745 84,787

（１） (B) 20,174 19,622 22,394 22,665 22,939 23,217 23,498 23,782 24,070 24,362 24,657 24,955

ア 20,050 19,536 22,294 22,565 22,839 23,117 23,398 23,682 23,970 24,262 24,557 24,855

イ (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ 124 86 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

（２） 47,896 43,854 45,856 47,232 48,649 50,108 51,611 53,160 54,754 56,397 58,089 59,832

ア 47,896 43,854 45,856 47,232 48,649 50,108 51,611 53,160 54,754 56,397 58,089 59,832

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２ (D) 68,070 63,476 57,145 54,909 52,668 50,427 48,191 45,959 43,730 41,755 39,894 38,138

（１） 44,412 40,667 35,962 34,907 33,883 32,889 31,924 30,987 30,078 29,195 28,339 27,507

ア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 44,412 40,667 35,962 34,907 33,883 32,889 31,924 30,987 30,078 29,195 28,339 27,507

（２） 23,658 22,809 21,183 20,002 18,785 17,538 16,267 14,972 13,652 12,560 11,555 10,631

ア 23,658 22,809 21,183 20,002 18,785 17,538 16,267 14,972 13,652 12,560 11,555 10,631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３ (E) 0 0 11,105 14,988 18,920 22,898 26,919 30,983 35,095 39,003 42,852 46,649

1 (F) 178,392 179,194 187,118 168,408 170,120 171,866 173,647 175,464 197,318 197,318 197,318 197,318

（１） 49,000 49,000 49,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 78,185 79,451 87,118 78,408 90,120 91,866 93,647 95,464 117,318 117,318 117,318 117,318

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

（６） 1,207 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（７） 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

２ (G) 178,392 179,194 187,118 168,408 170,120 171,866 173,647 175,464 197,318 197,318 197,318 197,318

（１） 120,462 118,287 100,578 80,578 79,314 81,060 82,840 84,658 106,511 106,511 106,511 106,511

13,218 13,239 13,528 13,798 14,074 14,356 14,642 14,935 15,234 15,538 15,849 16,166

（２） (H) 57,930 60,907 84,540 85,830 88,806 88,806 88,807 88,806 88,807 88,807 88,807 88,807

（３） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

３ (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0収 支 差 引 (F)-(G)

R10年
（計画）

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

R9年
（計画）

R2年
（計画）

R3年
（計画）

R4年
（計画）

R5年
（計画）

R6年
（計画）

R1年
（計画）

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

そ の 他

資
本
的
支
出

R7年
（計画）

R8年
（計画）

資 本 的 支 出

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

H29年 H30年 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

R10年
（計画）

R9年
（計画）

R2年
（計画）

R3年
（計画）

R4年
（計画）

R5年
（計画）

R6年
（計画）

R1年
（計画）

R7年
（計画）

R8年
（計画）

(J) 0 0 11,105 14,988 18,920 22,898 26,919 30,983 35,095 39,003 42,852 46,649

(K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収益的支出に充てた他会計借入金 (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 0 0 11,105 14,988 18,920 22,898 26,919 30,983 35,095 39,003 42,852 46,649

(Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(R) 0 0 11,105 14,988 18,920 22,898 26,919 30,983 35,095 39,003 42,852 46,649

(S) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(S)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(U) 20,174 19,622 22,394 22,665 22,939 23,217 23,498 23,782 24,070 24,362 24,657 24,955

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

（V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(X) 20,174 19,622 22,394 22,665 22,939 23,217 23,498 23,782 24,070 24,362 24,657 24,955

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(Y) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Z) 1,392,545 1,380,638 1,274,900 1,228,070 1,178,264 1,128,458 1,078,651 1,028,845 989,038 939,586 892,607 847,976

1,037,086 1,047,618 875,651 828,821 779,015 729,209 679,402 629,596 589,789 560,300 532,285 505,670

○他会計繰入金

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

47,896 43,854 45,856 47,231 48,648 50,108 51,611 53,160 54,754 56,461 58,263 60,165

17,411 15,737 17,812 17,765 17,697 17,607 17,492 17,353 17,185 17,013 16,843 16,675

30,485 28,117 28,044 29,466 30,951 32,501 34,119 35,807 37,569 39,447 41,420 43,491

78,185 79,451 87,118 88,408 90,120 91,866 93,647 95,464 97,318 99,264 101,250 103,275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78,185 79,451 87,118 88,408 90,120 91,866 93,647 95,464 97,318 99,264 101,250 103,275

126,081 123,305 132,974 135,639 138,768 141,974 145,258 148,624 152,072 155,725 159,512 163,440

0%

R9年
（計画）

0% 0%

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((T)/(U)×100)

0 0 0 0 0 0

54.8 57.1

0

健全化法施行令第16条により算定し
た

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定し

た
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（V）/（X）×100)

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R10年
（計画）

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

R1年
（計画）

R2年
（計画）

R3年
（計画）

R4年
（計画）

R5年
（計画）

他 会 計 借 入 金 残 高

R6年
（計画）

R7年
（計画）

R8年
（計画）

66.852.7

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(T) 0 0

48.2 49.7 50.6

00 0

うち財政融資資金

0%

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 54.0 51%

0% 0% 0% 0% 0% 0%赤 字 比 率 （ ×100 ） 0% 0%

59.5 61.9 64.3

実 質 収 支 黒 字

(P)-(Q) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

収益的支出に充てた地方債

(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)


